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■一般会計補正予算（第２号） 

補 正 額      2億2,480万2千円の追加 

補正後予算総額   438億2,528万円 

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中で、食費

等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支

援を行う観点から児童１人当たり５万円の『子育て世帯生活支援特別給付金』を早期

に給付するための経費を計上しています。 

財源については、国庫支出金で対応しています。 

 

【歳出】３款 民生費 

◆P10～11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費等    2億2,480万2千円 

Ⅰ低所得のひとり親世帯（児童扶養手当受給者等） 

〇給付金：9,900万円 

（積算 ひとり親世帯1,980件×5万円） 

（対象者） 

① 基準日（令和4年3月31日）において児童扶養手当の要件を満たすひとり親世帯 

② 申請時点で児童扶養手当の要件を満たす新型コロナウイルス感染症等の影響を 

受けて家計が急変したひとり親世帯 

〇事務費等：447万2千円（事務費377万7千円＋職員人件費69万5千円） 

 

Ⅱその他低所得の子育て世帯（Ⅰ以外の住民税非課税の子育て世帯） 

〇給付金：1億1550万円 

（積算 その他低所得の子育て世帯2,310件×5万円） 

（対象者） 

①基準日（令和4年3月31日）において対象児童を養育する者（児童手当受給者、特別児童

扶養手当受給者）で、令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

②①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年度分の住

民税均等割非課税（相当）の世帯 
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〇事務費等：583万円（事務費501万2千円＋職員人件費81万8千円） 

【子ども課、総務課】 

 
 
【歳入】15款 国庫支出金 

◆P8～9 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業       2億2,480万2千円 

【子ども課】 

 

 


